


はじめに

我が国では1998年頃から自殺者が急増し、その数が年間3万人を超えるような状態が続いています。

就労者の自殺も同様に増加しており、職場環境のさまざまな負荷が労働者の心の健康に重大な影響を

及ぼしていることは明らかであると考えられます。

厚生労働省は従来から、労働者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るために、「事業場における

労働者の健康保持増進のための指針（1988年）」を定めてメンタルヘルスケアを含む総合的な対策を

進めるなどの施策を講じてきました。しかし自殺の増加などで如実に示されているように、職場環境

が労働者に対してますます高い負荷を与えていると思われる状況を踏まえ、2000年には更に「事業場

における労働者の心の健康づくりのための指針」を定めて、事業場におけるメンタルヘルス対策を支

援してきました。自殺予防の観点からは、それに必要な知識を普及する目的で、「職場における自殺

の予防と対応」というマニュアルを2001年に公表し、教育･研修などの場での利用を図るなどの努力

も払ってきました。

しかしながら労働者を取り巻く環境の厳しさはその後も変わらず、自殺予防の明らかな成果がみら

れない状況が続いています。そこで、メンタルヘルス対策に関する一層の取組が必要と判断され、前

指針（2000年）に替わり、新たに労働安全衛生法の規定に根拠を置く「労働者の心の健康の保持増進

のための指針」が2006年3月に公表されました。今後は、この指針に基づき、メンタルヘルス対策が

各事業場において従来にも増して積極的に取り組まれることが期待されています。

また緊急性の高い課題として，労働者の自殺予防に関する総合的な対策も進められており，そのた

めに必要な知識の普及・啓発は特に重要な課題とされているところです。そこで、各方面で広く利用

されてきた上述のマニュアルをより良いものにするために内容の改訂、追加などを行い、今般この小

冊子を公表することになりました。

内容は、うつ病の症状や早期発見のための方法、産業医や専門医へうつ病等の疑いがある労働者を

つなぐタイミング、職場でのポストベンションの促進に関する記述を充実することを主眼とし、中央

労働災害防止協会に置かれた学識･経験者よりなる委員会での討議を経て、各委員が分担執筆したも

のです。ここにまとめられている内容は基本的な知識であり、事業場の種類、規模や事業主・従業員

たちの個性などによって実際に効果のあるやり方はいろいろと異なってきて当然なのです。しかしこ

の小冊子には、自殺予防という目標に近づくために重要な知識、知恵が書かれており、あなたの職場

での自殺を予防し、またメンタルヘルスの水準を上げるために必ずや役立つものと確信しております。

この内容を参考にされ、あなたの職場や身の回りの人々の心の健康に関心を持ち、最悪の結果である

自殺の予防のために役割を果たしてくださることを望むものです。

中央労働災害防止協会
労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会

座　長　櫻井　治彦
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■ 精神科医を受診しよう

新聞は「2006年の自殺者の総数は32,155人で、9年連続3万人を超えたことが、警察庁のまとめで

わかった」と報道しました。前年より397人（1.2%）減少したものの、依然として3万人を割らない

状況が続いています。また、総務省の発表によれば2007年4月の完全失業率は3.8%であり、4%を下

回ったのは9年1ヶ月ぶりとのことです。従来から、完全失業率と自殺者数とは関係があるという説

があり、今後完全失業率が4 %を下回ることが続けば自殺者数の減少も期待できます。

このような状況の中で、政府は2007年6月8日の閣議で昨年施行された自殺対策基本法に基づき

「自殺総合対策大綱」を閣議決定しました。これによりわが国の自殺予防もスタートラインに立った

ことになり、今後の成果（自殺率の減少）が期待されるところです。

この成果が発揮されるまでには時間がかかることは言うまでもありません。それまでにもできる限

りの自殺予防はなされなければなりません。厚生労働省の研究班（主任研究者 保坂 隆 東海大教授）

の調査によれば、救命救急センターに運ばれた自殺企図者約1,700名の調査で自殺企図前に精神科医

に相談していた割合は3.8%でした。また、第3章「自殺の予兆」にもあるように、自殺企図の背景に

は種々の精神疾患があるにもかかわらず、自殺企図前に精神科医を受診している人はごくわずかです。

精神科医を受診することにより、背景にある精神症状が改善されれば自殺念慮も解消されます。まず

は精神科医を受診しましょう。

さて、最近のマスコミは盛んにメンタルヘルスの啓蒙記事を報道しており、また、メンタルヘルス

に関する雑誌も刊行されています。このように精神科の敷居は以前に比して格段に低くなっているの

が実情です。さあ、自殺に限らず心に問題を生じたら躊躇せず精神科の門をたたきましょう。

注1：精神科を標榜する医療機関は大きく分けると以下のようになります。

精神科病院：外来診療と入院治療を行います。

診療所（クリニック）：外来のみで、最近施設数が増加しています。

いわゆる総合病院の精神科：外来診療のみの施設もあれば、入院治療を行う施設もあります。

注2：受診する際には電話で予約をしましょう。
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